
１ 地域密着型サービス事業所の新規指定申請について 

(1) 新規指定スケジュールについて 

  原則として、６月１日、９月１日、１２月１日、３月１日（年４回） 

に指定しています。 

  ※上記の日にちが、土・日・祝日の場合は、平日の翌開庁日が申請

受付期限となります。 

 

(2) 申請から指定までの流れ 

 ① 事前相談 

申請書をご提出いただく２週間前までに、事前相談のご連絡を 

   介護保険課介護保険制度担当 042-335-4031（直通）までお願いい 

たします。 

※小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業 

所（グループホーム）、看護小規模多機能型居宅介護事業所は公 

募による指定を行っています。これらのサービス種別の指定を検 

討されている事業者は、募集状況の確認等を事前にお願いいたし 

ます。窓口は介護保険課施設担当（042-335-4503）です。 

 

 ② 申請準備 

申請書様式は、府中市のホームページからダウンロードすること 

ができます。注意点等については、ホームページ項目「指定（更新） 

申請・変更等に係る必要書類一覧・様式等（サービス別）」の 

各サービス種別におけるデータ内の「【指定・更新】書類一覧」を 

参照してください。編纂についても、指定のとおりご用意ください。 

  

 ③ 申請 

申請の受付は府中市役所おもや１階３番窓口介護保険課介護保 

険制度担当にて行います。事前に予約のうえ、来庁してお申し込み 

ください。 

申請受付期限 現地調査 指定部会 指定日 

４月１日 ５月上旬 ５月中旬 ６月１日 

７月１日 ８月上旬 ８月中旬 ９月１日 

１０月１日 １１月上旬 １１月中旬 １２月１日 

１月１日 ２月上旬 ２月中旬 ３月１日 



 

 ④ 受理 

指定を受けるにあたっては、申請期限までに指定申請書類を受理 

される必要があります。記入漏れや書類の不備等があった場合 

は、受理できません。また、申請内容に不備が多く審査に支障をき 

たす場合は、指定を希望する月に指定ができない場合があります。 

余裕をもったスケジュールで申請手続きを進めるようお願いいた 

します。（事前相談は随時受付いたします。提出予定書類等を事前 

に確認することができますので、随時ご相談ください。） 

  

⑤ 審査 

申請内容が人員、設備及び運営基準等を満たしているか書面審査、 

現地調査を行います。 

 

⑥ 指定の決定 

指定月の前月末までに指定決定通知書を、ご来庁頂き直接お渡し 

いたします。指定決定通知書の再発行はいたしませんので、大切に 

保管してください。 

 

⑦ 告示 

新規指定事業所については、指定日付で告示します。 

 

２ 地域密着型サービス事業所の指定更新申請について 

(1) 指定の有効期間について 

指定の有効期間は、６年間です。指定を受けた日（または前回の指 

定更新を受けた日）から６年後の日の前日が有効期間の満了日となり 

ます。 

（例）令和６年６月１日に指定を受けた場合 → 有効期間満了日は 

令和１２年５月３１日で、有効期間満了日までに、指定更新 

を受けなければなりません。 

 

(2) 指定更新の概要 

   平成１８年４月施行の改正介護保険法で、指定基準等を遵守し適 

切な介護サービスを提供することができるかを定期的にチェックす

る仕組みとして、事業所の指定に有効期間（６年）が設けられました。 

更新を行わない場合は、指定有効期間の満了により指定の効力を失う 



こととなります。また、人員・設備等の基準を満たしていない場合や、 

基準に従って適切な事業の運営がされていない場合のほか、申請法人 

やその役員等が過去に介護保険サービスで指定の取り消し処分を受 

けた等の欠格事由に該当する場合は、指定更新を受けることができ 

ません。 

 

(3) 指定更新申請から指定更新までの流れ 

概ね指定有効期間満了日の３か月前までに、詳細についてご案内し 

ますので、指定更新書類を提出してください。 

申請後の流れは新規指定の場合と同様で、受理、審査を経て指定更 

新月の前月末までに指定更新を決定し、決定通知を送付します。 

 

３ 編纂について 

 (1) 編纂順序 

指定（指定更新）申請書、付表、添付書類一覧は、申請書を筆頭に、

ホームページ項目「指定（更新）申請・変更等に係る必要書類一覧・

様式等（サービス別）」の各サービス種別におけるデータ内の「【指

定・更新】書類一覧」に記載の番号順に並べ、ご提出ください。 


